
都市計画法施行規則第５３条に関する事項について

都市計画法施行規則（昭和四十四年建設省令第四十九号）の規定に基づき、施行者のウェブサイトへの掲載により公衆の閲覧に供する措置を講じた事項は、下記のとおりです。

■第５３条第１項に基づく都市計画事業の施行について周知させるための措置

足利佐野都市計画道路事業

１・３・１号 北関東横断道路
別添６のとおり

都市計画事業名称
掲載内容

別添１のとおり

第５３条第１項に基づく掲載

市川都市計画道路事業

１・３・３号北千葉道路一号線

３・１・４号稲越国府台線

３・１・５号大町線

松戸都市計画道路事業

１・３・２号北千葉道路一号線

３・１・３号高塚新田線

市川都市計画道路事業

１・２・２号高速外かく環状線

別添５のとおり

東京都市計画道路事業

都市高速道路外郭環状線

狭山都市計画道路事業

１・４・１号 首都圏中央連絡道路

草加都市計画道路事業

１・３・２号 高速外環状道路
別添４のとおり

別添３のとおり

宇都宮都市計画道路事業

１・５・１号   大谷スマートインターチェンジ上り線

１・５・２号   大谷スマートインターチェンジ下り線

７・７・１０１号 大谷スマートインターチェンジ側道 １号線

７・７・１０２号 大谷スマートインターチェンジ側道 ２号線

７・７・１０３号 大谷スマートインターチェンジ側道 ３号線

７・７・１０４号 大谷スマートインターチェンジ側道 ４号線

７・７・１０５号 大谷スマートインターチェンジ側道 ５号線

７・７・１０９号 中丸野沢線

別添２のとおり
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